
【訂正方法について】 

本申請書（申請書・申立書）は、訂正印での修正はできません（印鑑をお使いいただけ 

ません）。  

そのため、訂正の方法としましては 

 ①間違えた所に二重線を引く（できる限り定規を使用してください） 

 ↓ 

②正しい文字を書き直す 

 ↓ 

③二重線の近くに署名をする（苗字のみ、苗字をまるで囲む、フルネームいずれでも 

構いませんが、訂正の署名が分かりやすいようにお書きください。） 

  

※借用書、重要事項説明書は 訂正不可 ですので、書き間違えた 

場合は、新しい用紙に書き直してください。 
 

 

訂正の例２ 

訂正の例１ 


